
●地域づくり課市民協働推進班から
人権・行政相談＝4月19日㈭10時～12時、13時～15時
　　　　　　　　中央公民館
消費生活相談＝毎週㈪・㈫・㈬・㈮10時～12時、13時～16時
　　　　　　　中央公民館（祝日を除く）

　　　　　　　　※消費生活相談電話＝☎0475（70）0344
　※交通事故巡回相談は5月から実施します。
問地域づくり課市民協働推進班　☎0475（70）0342
●社会福祉協議会から
心配ごと相談＝第2・4㈪13時～16時（電話相談可）
法律相談＝第1～4㈬13時～16時　○予
税務相談＝第2㈫13時～16時　○予
心の相談＝第2㈮9時～15時　○予
問・会場社会福祉協議会　☎0475（70）1122（相談専用）
●山武健康福祉センター（山武保健所）から
腸内細菌検査＝毎週㈫9時～11時　※㈫・㈬が祝日の週を除く
エイズ検査＝4月2日㈪・16日㈪13時～14時　○予
　　　　　　4月2日㈪17時～18時　○予
親と子の心の相談＝月1回　○予
精神保健福祉相談＝4月4日㈬・18日㈬
　　　　　　　　　14時30分～16時30分　○予
　　　　　　　　　4月11日㈬・25日㈬14時～16時　○予
ＤＶ相談＝電話相談　☎0475（54）2388
　　　　　　　　　　祝日・年末年始を除く㈪～㈮9時～17時
　　　　　来所相談　祝日を除く毎週㈪9時～17時　○予
障害者差別相談＝電話相談　☎0475（54）3556
　　　　　　　　祝日を除く㈪～㈮9時～17時
問・会場山武健康福祉センター（山武保健所）
　☎0475（54）0611

●税理士による無料相談　○予
日時・会場＝4月4日㈬・18日㈬10時～15時・東金商工会館
問千葉県税理士会東金支部
　☎0475（50）6322（予約＝9時～12時）

●ナイター無料法律相談　○予
（登記・多重債務・成年後見・相続・裁判などについて）
日時・会場＝毎月第2㈫18時～21時・東金市中央公民館
問千葉司法書士会つくも支部／担当　杉田
　☎0475（53）3200

●労災職業病なんでも相談会（無料）
　日時・会場＝4月28日㈯13時～16時
　　　　　　　千葉市中央コミュニティセンター
　問千葉中央法律事務所　☎043（225）4567
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市
で
は
、
「
未
来
に
向
け
て　

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
！
住
み
た

い
・
住
み
続
け
た
い
ま
ち
」
の
実

現
に
向
け
、
主
要
施
策
の
推
進
や

行
政
課
題
に
的
確
か
つ
機
動
的
に

対
応
す
る
た
め
、
４
月
１
日
か
ら

次
の
と
お
り
組
織
の
一
部
を
変
更

し
ま
す
。

◇
変
更
点

・
市
民
課
の
「
国
保
年
金
班
」
を

「
国
保
班
」
と
「
高
齢
者
医
療
年

金
班
」
に
分
割
し
ま
す
。

・
社
会
福
祉
課
の
「
社
会
福
祉

班
」
を
「
社
会
福
祉
班
」
と
「
障

害
福
祉
班
」
に
分
割
し
ま
す
。

・
下
水
道
課
の
「
建
設
班
」
と

「
施
設
班
」
を
「
施
設
班
」
と
し

て
統
合
し
ま
す
。

　
区
・
自
治
会
は
、
住
民
同
士
の

親
睦
、
生
活
環
境
の
維
持
等
の
活

動
の
ほ
か
に
、
高
齢
者
の
見
守
り

や
子
ど
も
の
安
全
対
策
、
地
域
の

団
体
や
行
政
と
連
携
し
て
地
域
課

題
の
解
決
を
図
る
な
ど
、
ま
ち
づ

く
り
の
中
心
的
な
担
い
手
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
る
た
め

に
区・自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

▼
区
・
自
治
会
の
主
な
活
動
＝
防

災
活
動
、
環
境
美
化
、
防
犯
灯
の

設
置
・
管
理
、
防
犯
活
動
、
文

化
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、

広
報
活
動
、
募
金
の
協
力
な
ど

▼
加
入
方
法
＝
お
住
ま
い
の
地
域

の
区
長
・
自
治
会
長
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。
連
絡
先
が
不
明
な
場

合
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
区
長
会
事
務
局

（
地
域
づ
く
り
課
市
民
協
働
推

進
班
内
）

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
４
２

　
子
育
て
中
の
方
や
こ
れ
か
ら
子

育
て
を
す
る
方
の
不
安
を
少
し
で

も
解
消
し
、
子
ど
も
を
安
心
し
て

生
み
育
て
ら
れ
る
よ
う
、
「
平
成

30
年
度
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ

ク
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
妊
娠
期
か
ら
青
少
年
期
ま
で
の

お
子
さ
ん
を
対
象
に
、
市
や
県
の

支
援
制
度
、
保
育
園
・
幼
稚
園
の

情
報
、
医
療
機
関
、
子
育
て
の
相

談
機
関
等
の
情
報
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
子
育
て
に
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

▼
配
付
場
所
＝
子
育
て
支
援
課
、

白
里
出
張
所
、
中
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

問
子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
１

　
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
「
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
の
１
つ
と
し
て
、

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業

を
市
の
委
託
事
業
と
し
て
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
な
お
、
４
月
か
ら
出
張
相
談
会

も
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
原
則
第
１
・
３
㈭
９
時

〜
12
時

▼
会
場
＝
中
央
公
民
館
談
話
室

※

事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

□申
・
問
市
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
　

リ
ン
ク
サ
ポ
ー
ト

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）５
４
３
９

（
祝
日
を
除
く
㈪
〜
㈮
８
時
30

分
〜
17
時
30
分
） 

　
県
立
九
十
九
里
自
然
公
園
（
九

十
九
里
浜
）は
、千
葉
県
立
自
然
公

園
条
例
に
よ
り
、
砂
浜
へ
の
車
両

等
の
乗
り
入
れ
は
で
き
ま
せ
ん

（
許
可
車
両
・
緊
急
車
両
は
除
く
）。

　
車
両
等
の
乗
り
入
れ
規
制
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

▼
罰
則
＝
６
か
月
以
下
の
懲
役
ま

た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

問
商
工
観
光
課
振
興
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
５
６

（
ぜ
ん
な
）
、
ダ
ン
ベ
イ
キ
サ
ゴ

（
な
が
ら
み
）
、
コ
タ
マ
ガ
イ

（
て
ぶ
ち
）
を
将
来
に
わ
た
っ
て

漁
獲
で
き
る
よ
う
に
、
貝
の
放
流

な
ど
を
行
い
資
源
の
管
理
に
努
め

て
い
ま
す
。

　
漁
業
協
同
組
合
の
承
諾
な
し
に

こ
れ
ら
の
貝
を
採
る
こ
と
は
、
漁

業
権
の
侵
害
と
な
り
、
処
罰
の
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

問
九
十
九
里
漁
業
協
同
組
合

　
☎
０
４
７
５（
７
６
）６
１
７
１

　
大
網
病
院
で
は
、
医
療
費
未
収

金
回
収
業
務
の
一
部
を
法
律
事
務

所
に
委
託
し
ま
し
た
。

　
一
定
期
間
を
経
過
し
て
も
支
払

い
の
な
い
方
へ
は
、
法
律
事
務
所

か
ら
支
払
い
に
関
す
る
案
内
を
し

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
委
託
す
る
相
手
方

・
名
称
＝
紀
尾
井
町
東
法
律
事
務
所

・
弁
護
士
＝
前
田
博
之

・
住
所
＝
東
京
都
千
代
田
区
紀
尾

井
町
３

－

27
剛
堂
会
館
ビ
ル
３
階

・
地
域
づ
く
り
課
内
に
「
市
民
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
の
組
織
の
変
更
で

は
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
の
サ
ー
ビ

ス
窓
口
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
総
務
課
行
政
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
０
０

▼
委
託
開
始
日
＝
３
月
１
日

問
市
立
大
網
病
院

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）１
１
２
１

　
本
市
の
海
岸
に
は
、
漁
業
協
同

組
合
の
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
組
合
で
は
、
対
象
と
な
っ

て
い
る
チ
ョ
ウ
セ
ン
ハ
マ
グ
リ

年
３
月
分
）
の
手
当
が
指
定
口
座

に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
児
童
扶
養

手
当
証
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金

融
機
関
の
口
座
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
１

　
４
月
11
日
㈬
に
市
か
ら
４
か
月

分
（
平
成
29
年
12
月
分
〜
平
成
30

お
知
ら
せ

情
報
コ
ー
ナ
ー

情
報
コ
ー
ナ
ー

医
療
費
未
収
金
の

回
収
業
務
を
委
託
し
ま
し
た

『
平
成
30
年
度
子
育
て
サ
ポ
ー
ト

ブ
ッ
ク
』を
配
布
し
て
い
ま
す

砂
浜
へ
の
車
両
乗
り
入
れ
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

生
活
の
困
り
ご
と

ご
相
談
く
だ
さ
い

ハ
マ
グ
リ
・
な
が
ら
み
を

採
ら
な
い
で
く
だ
さ
い

市
役
所
の
組
織
変
更

区
・
自
治
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
へ
〜
４
月
は
児
童

扶
養
手
当
の
支
払
期
で
す
〜

地　　　　　　区　　　　　　名

金谷郷（１区・２区・３区・４区・５区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より西側地区）・
餅木・大竹・季美の森南・大網（南町のうちJR東金線より西側地区）・北吉田・桂
山・九十根・長国・下ケ傍示・細草・清水・二之袋

永田・ながた野・小中（平沢）・萱野・砂田・神房・北今泉・南今泉（県道山田台
大網白里線より北側地区）

大網（笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島区内町
内会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・福田のうち県
道山田台大網白里線より北側地区）・県道山田台大網白里線より北側の（柿餅・北
飯塚・木崎・柳橋）・小西・養安寺・北横川・山口・みどりが丘・上貝塚・清名幸谷・
上貝塚柿餅入会地・上谷新田・富田（北）・富田（東）

大網（浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち県道山
田台大網白里線より南側地区）・金谷郷（JR東金線より東側地区）・仏島・みやこ
野・経田・駒込（15区のうちJR外房線より東側地区および大あみハイツ）・南飯塚・
南横川・弥幾野・星谷（星谷・大網・駒込・仏島・富田）・県道山田台大網白里線より
南側の（柿餅・北飯塚・木崎・柳橋）・富田（南）・わらび台
南玉・池田・駒込（7区・15区のうちJR外房線より西側地区）・みずほ台（みずほ東自
治会含む）・小中（小中・宮崎）・四天木・四天木甲・四天木乙・南今泉（県道山田台
大網白里線より南側地区）

4月のごみ収集日 ごみは当日の朝8時までに決められた場所へ

ペットボトル（　　マーク付き）は祝日・振替休日は収集しません 問地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

ビ　ン
ガラス 金属類 カ　ン ペット

ボトル 可燃ごみ 蛍光灯 乾電池

4日㈬

5日㈭

6日㈮

3日㈫

2日㈪

18日㈬

19日㈭

20日㈮

17日㈫

16日㈪

毎週㈮

毎週㈭

毎週㈪

毎週㈫

毎週㈬

11日㈬
25日㈬

　
12日㈭
26日㈭

　

13日㈮
27日㈮

10日㈫
24日㈫

　

9日㈪
23日㈪

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯

毎週
㈪㈬㈮

毎週
㈫㈭㈯

今
月
は
収
集
を
行
い
ま
せ
ん

今
月
は
収
集
を
行
い
ま
せ
ん

　５月１日㈫は、固定資産税第
１期の納期です。納税には便利
な口座振替をご利用ください。
◇休日窓口開設（市税）

▼日時＝４月29日㈰9時～15時

▼場所＝税務課

▼内容＝市税の納付および
　　　　納税相談
※納付は納付書を持参ください
（お釣りのないようにお願い
します）。

問税務課収税班
　☎０４７５（７０）０３２３

今月の納税

生活の困りごと ご相談ください
•家賃が払えず
　家を出なければならない

•仕事が見つからない

こ
の
よ
う
な
時
は

お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い •生活に困っている

相談コーナー ○予＝要予約


